神奈川県手話言語条例の見直しについて資料３


１　条例の概要
　　「神奈川県手話言語条例」（以下「本条例」という。）は、平成26年12月に議員提案で制定され、平成27年４月１日から施行された後、令和５年３月に改正している。
手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語であるが、いまだ手話に対する理解が浸透しているとは言えないことから、手話に対する県民の理解を深め、これを広く普及していく必要があるという認識のもと、手話を普及するための施策を総合的かつ計画的に推進し、全ての県民が互いを理解し合える地域社会を構築することを目的としている。

２　条例見直しの概要
県では、条例を常に時代に合致したものとすることを目的として、一定期間ごとに条例の見直しを行う全庁的な仕組みを定める「神奈川県条例の見直しに関する要綱」（以下「見直し要綱」という。）を制定し、平成20年４月１日から施行している。
条例の見直しの周期は、原則として施行の日から５年を経過するごととしており、本条例については、令和７年度が見直し時期となっており、継続して検討を行っている。

３　見直し検討の実施
（１）意見聴取方法
　　　神奈川県手話言語普及推進協議会により実施
（２）協議会における主な意見
・手話施策推進法第10条に災害時の手話での情報アクセスに関する記載がある。本条例での記載は無いが、大きな課題となっているため、その内容を記載してもらいたい。
・県民の方に「盲ろう者」の存在をしっかりと理解してもらうためにも、「盲ろう者」という言葉を条例に入れてほしい。

４　条例見直し結果
　　協議会で出た意見を踏まえ、条例改正を検討することとし、令和８年第２回定例会厚生常任委員会へ報告予定。
　
５　今後の方針
　　当事者団体等へのヒアリング・意見交換を実施しながら、具体的な改正内容について検討していく。





